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　ページ　・　条 行 正 誤

１４　　　第３７条

　　第２項第一号　ト

１６　　　第３７条

　第２項第二号　リ（１）

１８　　　第３９条 機器及び測定方法欄 ４級基準点測量の・・・・ただし、正、反方向の鉛直角観測に代え ４級基準点測量の・・・・ただし、正、反方向の鉛直角観測に代え

第五号表中 下から２２行目 　 て、器械高の異なる片方向による２対回の・・・・・ 　 て、機械高の異なる片方向による２対回の・・・・・

１９　　　第４１条 上から１８行目 　・・・求めた値を入力する。・・・ 　・・・求め入力する。・・・

　第４項第六号

２０　　　第４３条 下から１６行目 一　仮定三次元網平均計算の・・・・・・・・・・を用いるものとする。 一　仮定三次元網平均計算の・・・・・・・・・・を用いるものとする。

　　　第２項第一号 　　　ただし、分散の固定値は、ｄＮ＝（０．００４ｍ）
２
・・・・・とする。

   イ　基線解析により求められた分散・共分散の値    イ　基線解析により求められた分散・共分散の値

　　　　ただし、すべての基線の解析手法、解析時間が・・・に限る。 　　　　ただし、すべての基線の解析手法、解析時間が・・・に限る。

   ロ　水平及び高さの分散の固定値 　 ロ　水平及び高さの分散の固定値

　　　　ただし、分散の固定値は、ｄＮ＝（０．００４ｍ）
２

　　　　
　　

ｄＥ＝（０．００４ｍ）
２
　　ｄＵ＝（０．００７ｍ）

２   
とする。

２５　　第５９条

　第６項第二号　ロ　表中

２８　　　第６６条 　１級水準測量及び・・・・・許容範囲は、次表を標準とする。また、 　１級水準測量及び・・・・・許容範囲は、次表を標準とする。また、

　検測は、片道観測を原則とする。 　検測は、往復観測を原則とする。

４４　　第１１５条

　　　第１項第一号

１２３　    ２－６　  性能欄　下から１５行目　

　　GＮＳＳ測量機 　　　　　　標題

１２６　第４項　Ｂ： 下から１0行目 　・・・（Ｓ１
２
及びＳ２

２
）・・・ 　・・・（Ｓ１２及びＳ２２）・・・

１４２　付録４　標準様式 下段右

　　　　様式1－1－2 簡易網平均計算

２５１  付録６　計算式集

２.１０.３　子午線収差角　Ｓ

２５１　　３ 下から１０行目　 　３．ＧＮＳＳ測量機・・・ 　３．ＧＰＳ測量機を・・・

２５５    ３．４．１ 上から１６行目　標題 　３．４．１  ＧＮＳＳ基線ベクトル 　３．４．１  ＧＰＳ基線ベクトル

２５６ 　（注）測量地域の微小回転を推定しない場合は、ξ、η、α 　（注）鉛直線偏差及び鉛直軸の微小回転を推定しない場合は、

　３．４．２　観測方程式（２） 　　　　の項は除く。 　　　　ξ、η、αの項は除く。

　各路線の残差 　各路線の偏差

上から７行目

下から２行目

タイトル 　データ取得間隔 　データ取得間隔数

上から１８行目 　・・・対回内の観測方向数は、・・・ 　・・・１組の観測方向数は、・・・

上から３行目 　・・・求める観測方法である。・・・ 　・・・求める。・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－公共測量－　作業規程の準則　（平成２３年改正版）
　　　　　　　　　　　　正　　誤　　表

下から１２行目 　：２.９.５のＳ0を求める式を用いて、φ 0  を新点・・・ 　：２.９.５のφ 0  を新点・・・

　観測方法 　観測方式

 対空標識の形状 　Ｅ型（樹上） 　Ｅ型




